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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
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【年通号数】公開・登録公報2018-050
【出願番号】特願2017-107308(P2017-107308)
【国際特許分類】
   Ａ６２Ｃ   3/16     (2006.01)
   Ｈ０２Ｇ   5/06     (2006.01)
   Ｅ０４Ｂ   1/94     (2006.01)
   Ｆ１６Ｌ   7/02     (2006.01)
   Ｆ１６Ｌ   5/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６２Ｃ    3/16     　　　Ｂ
   Ｈ０２Ｇ    5/06     ３１１Ｒ
   Ｈ０２Ｇ    5/06     ３１１Ａ
   Ｅ０４Ｂ    1/94     　　　Ｌ
   Ｆ１６Ｌ    7/02     　　　　
   Ｆ１６Ｌ    5/04     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月13日(2020.3.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物の仕切り壁に形成された開口部を貫通し前記開口部の内面に対応して前記仕切り
壁の一側から他側に及ぶ連通領域を内部に有する筒状貫通部材と、前記筒状貫通部材の内
部で前記筒状貫通部材の軸線に沿い前記連通領域を通って延在する内在伸延部材を備え、
前記連通領域において前記内在伸延部材の外周面と前記筒状貫通部材の内周面との間を封
塞し前記仕切り壁の一側から他側への連通を阻止する仕切りを設けたことを特徴とする区
画貫通部の耐火構造。
【請求項２】
　前記仕切りは、仕切り固定金具によって前記筒状貫通部材に固定されたことを特徴とす
る請求項１に記載の区画貫通部の耐火構造。
【請求項３】
　前記筒状貫通部材をバスダクトで構成し、前記内在伸延部材としてバスバーを設けたこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載の区画貫通部の耐火構造。
【請求項４】
　前記筒状貫通部材の剛性を向上させる補強具を、前記仕切り壁の一側面および他側面の
少なくとも一方に対応して前記筒状貫通部材の外周面および内周面の少なくとも一方に設
けたことを特徴とする請求項１から請求項３までの何れか１項に記載の区画貫通部の耐火
構造。
【請求項５】
　前記筒状貫通部材の外周面に耐火用熱膨張性部材を設置し、前記仕切り壁に固定された
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固定具と前記筒状貫通部材の外周面との間で前記耐火用熱膨張性部材を圧接挟持したこと
を特徴とする請求項１から請求項４までの何れか１項に記載の区画貫通部の耐火構造。
【請求項６】
　前記筒状貫通部材の外周に耐火用シートを設置し、前記耐火用シートの一端部を前記筒
状貫通部材に固定するとともに、前記耐火用シートの他端部を前記仕切り壁の側面に固定
したことを特徴とする請求項１から請求項５までの何れか１項に記載の区画貫通部の耐火
構造。
【請求項７】
　前記筒状貫通部材の剛性を向上させる補強具を、前記筒状貫通部材の内周面に設けたこ
とを特徴とする請求項１から請求項６までの何れか１項に記載の区画貫通部の耐火構造。
【請求項８】
　前記筒状貫通部材の剛性を向上させる補強具を、封塞部材の取付具と兼用させたことを
特徴とする請求項１から請求項７までの何れか１項に記載の区画貫通部の耐火構造。
【請求項９】
　前記仕切り壁に固定され前記筒状貫通部材の外周面との間で前記耐火用熱膨張性部材を
圧接挟持する固定具に前記筒状貫通部材の外周面に接合する補強部を設け、前記耐火用熱
膨張性部材の固定具を、前記筒状貫通部材の剛性を向上させる補強具としたことを特徴と
する請求項５に記載の区画貫通部の耐火構造。
【請求項１０】
　前記耐火用シートの一端部を前記筒状貫通部材に固定する固定具に前記筒状貫通部材の
外周面に接合する補強部を設け、前記耐火用シートの固定具を、前記筒状貫通部材の剛性
を向上させる補強具としたことを特徴とする請求項６に記載の区画貫通部の耐火構造。
【請求項１１】
　前記筒状貫通部材に内在する連通領域を点検するためのフランジ構造の点検口を設けた
ことを特徴とする請求項１から請求項１０までの何れか１項に記載の区画貫通部の耐火構
造。
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